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はじめに  

 

 本報告書は、港区立男女平等参画センターの指定管理者候補者を選考するに当たり、「港

区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過及び結果につ

いて報告するものです。 

 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏ま

えた上で、男女平等参画センターの設置目的を最大限に生かし、効率的・効果的に区民サー

ビスを提供することができる候補者の選考を行いました。 

審査に当たっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として審議を十分に

尽くした上で結論を導き出すよう努めました。 

 

港区立男女平等参画センター指定管理者候補者には、２事業者から応募がありました。い

ずれの提案も現在の課題を的確に捉え、かつ、将来を見据えた優れた提案であったため、選

考作業は困難でありましたが、指定管理者を公募した目的が十分達成されたものと喜ばしく

感じています。 

応募いただいた事業者の皆様には深く感謝するとともに、選ばれた事業者には、港区立男

女平等参画センター条例に定める目的の達成に向け、指定管理者として十二分に力を発揮さ

れることを強く期待いたします。 

 

 

 

平成 30 年８月１日 

 

 

 

港区立男女平等参画センター指定管理者候補者選考委員会 

委員長 大 槻 奈 巳 
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Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

名 称 株式会社明日葉 

代表者 代表取締役 大隈 太嘉志 

所在地 東京都港区芝４－13－３ ＰＭＯ田町東 10F 

   

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

港区立男女平等参画センター 東京都港区芝浦一丁目 16番１号 

 

３ 指定期間  平成 31年４月１日から平成 36年３月 31日まで（５年間） 

 

４ 選考の理由  

（１）  これまでの子育て支援事業において蓄積した経験やノウハウを強みとして生か

し、男女平等参画の理念を理解し運営していくための実現性を持った事業提案と

なっています。 

 男女平等参画に関する講座や講演会、ワークショップ等については、これまで

の男女平等参画センターの事業を継続させていくほか、男女平等参画推進人材育

成事業や家庭生活における男女平等参画支援事業等を新たに実施することで、利

用者の人材育成が図られるとともに男性の家庭参画の推進が期待できます。 

    相談事業に関しては、性的マイノリティの方にも対応できる相談員の配置、法律

相談において希望がある場合はカウンセラーを同席させるなど体制の充実が図ら

れています。 

（２）  施設の管理運営については、神栖市女性・子どもセンターや墨田区横川コミュ

ニティ会館のほか多数の児童福祉施設の指定管理者として、大田区子ども家庭支

援センターを始めとした子ども関連業務の受託事業者として、豊富な経験と実績

があり、安定した運営が期待できます。 

 人件費は、昇給が考慮された計画的な経費となっています。人員配置は、施設

長に職種・役職の豊富な者を配置し、18 名のうち常勤の正社員を９名配置するな

ど正社員率が高く、継続性のある安定したサービスの提供ができます。さらに、

現在の指定管理者の職員が希望する場合は、雇用の継続を積極的に行うことが計

画されており、業務の持続性が図られます。 

（３）  利用者の安全・安心の確保については、「危機管理マニュアル」、「応急処置対応

マニュアル」、「緊急時の行動マニュアル」、「個人情報管理規程」、「個人情報取り
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扱いマニュアル」、「個人情報保護対策チェックリスト」が整備され、職員に周知・

徹底・実行されています。 

１日３回実施する施設内巡回により、設備の目視点検や利用者の状態把握にお

ける変化や不具合を早期に発見するとともに防犯対策も図られ、利用者の安全・

安心に配慮した信頼される施設づくりが期待できます。 

避難所としての運営支援を行う場合は、男女双方の視点を反映させた運営支援

が提案されており、至近にある本社の応援体制も整備され、会社組織としてのバ

ックアップ体制が図られています。 

（４） みなとパーク芝浦内他施設との連携では、日常的な情報交換、男女平等参画の視

点での消費者問題、介護、スポーツをテーマにした事業連携、他施設から希望があ

った場合の講師派遣など、積極的な事業展開が期待できます。 

 

Ⅱ 選考経過について 

 

１ 選考の方法  

（１） 第一次審査 

応募法人から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的事項

の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、第一次審査通過者と

して２事業者を選考しました。 

（２） 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、（第一次審

査と第二次審査とを併せた）総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成 
 

委 員 長 大槻 奈巳 聖心女子大学 人間関係学科教授 

副委員長 北本  治 港区総務部長 

委  員 佐藤 千里 一般財団法人 女性労働協会講師 

委  員 加藤 秀一 明治学院大学 社会学部教授 

委  員 大浦  昇 芝浦港南地区総合支所協働推進課長 

 

３ 公認会計士 

井上 大輔 合同会社 井上大輔会計事務所 
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４ 選考の進め方 

 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜第一次審査＞ 
 

１ 全事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若し

くは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 全事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（劣っている）

までの５段階に評価します。 

３ 事業者ごとに、選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査を

行い、採点します。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の合計

得点により総合的な審査を行い、概ね上位者３者程度を第一次審査通過者とします。 

 

 

 

＜第二次審査＞ 
 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（各事業者 15 分程度）及びヒアリ

ング（各事業者 20分程度）を行います。 

２ 全てのプレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項目を

中心とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士等による財務状況等の調査・分析を行い、

財務状況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～

Ｅの５段階で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 
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５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

（１） 第１回選考委員会 

日 時  平成 30年４月６日（金曜日） 午後１時～２時 30分 

場 所  港区役所 ５階会議室 

議 題  委員の委嘱について 

     候補者の選考方法について 

     公募要項について 

     選考基準について 

  

（２） 公募手続 

ア 公募要項説明会     平成 30年４月 20日（金曜日） 

イ 現地見学会           ４月 20日（金曜日） 

ウ 質疑受付            ４月 11 日（水曜日）～５月２日（水曜日）

エ 質疑回答            ５月 11日（金曜日） 

オ 申請受付（第一次提出）     ４月 11日（水曜日）～５月 11日（金曜日）

カ 計画書受付（第二次提出)     ４月 11日（水曜日）～５月 18日（金曜日） 

 

（３） 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  平成 30年６月 27日（水曜日） 午後１時～２時 30分 

場 所  港区役所 ９階会議室 

議 題  応募状況について 

応募事業者の財務状況等について 

     第一次審査（書類審査） 

         第二次審査の選考方法について 

 

 （４） 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  平成 30年７月４日（水曜日） 午前９時 30分～正午 

場 所  港区立男女平等参画センター 学習室 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

        指定管理者候補者の決定について 

 

 Ⅲ 選考対象者について 

番号 事業者の名称 所在地 

１ 株式会社明日葉 港区芝四丁目 13番３号ＰＭＯ田町東 10F 

２ Ｂ事業者  

※ 番号は申請書類の申込順です。 
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Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

（１）財務状況分析等について  

公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

各法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性

について、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うこと

ができるか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

各法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収

益見込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥

当性などについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

 

（２）審査項目表に基づく選考 

各選考委員が評価した点数を合計し、全選考委員の点数の合計による選考を実施しま

した。 
 

番号 事業者の名称 
財務状況 

評価 

資金計画 

評価 

合計点数 

（1,325 点満点） 

１ 株式会社明日葉 可 Ｂ 946 

２ Ｂ事業者 可 Ｂ 859 

※財務状況評価基準 

  可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※資金計画評価基準 

Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣っている、Ｅ：劣ってい 

る 

 

（３）選考経過 

各委員が各候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
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事業者の名称 委員の意見 

株式会社明日葉 

・ 積極的に提案されていて全体的に熱心な印象である。 

・ 類似施設の実績の面では不安だが、施設長にキャリアのある

人材を配置するなど、意欲的である。 

・ 事業実施において計画性があり、リーブラ施設等の資源を積

極的に活用した事業が提案されていて期待できる。 

・ 1 つ 1 つの項目に具体的なアイデアが記載されていて、やる

気が感じられる。 

・ 自社の強みを生かした丁寧な提案のため、実現性が高い印象

で評価できる。 

・ 男女共同参画事業の経験が浅いが、新たな視点での事業実施

を期待したい。 

・ 十分な人員配置がされていて安心である。 

Ｂ事業者 

・ 事業内容に目新しいものがなく、一般的な内容の印象であ

る。 

・ 応募動機が不明瞭であり、事業の実現性に不安を感じる。 

・ 施設管理面は重要だが、男女平等参画の理念や事業企画への

積極的な姿勢が見られず無難な提案である。 

・ 人件費が非常に少なく、事業実施に不安が残る。 

・ 協力企業への委託費の割合が高いところに不安を感じる。 

・ 男女平等参画行動計画の 4つの目標に沿った講座提案がされ

ている点が非常に良い。 

・ 他との連携が具体的であり、新規提案や危機管理の視点もあ

り、期待できる。 

 

  以上の点を総合的に勘案して、採点集計表の順位のとおり２事業者を第一次審査通過者

としました。 

 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過２事業者がそれぞれ 15 分のプレゼンテーションを行った後、管理運

営計画書及びプレゼンテーションの内容について 20 分程度のヒアリングを行い、審査

項目に基づき審査しました。 

(２) 採点結果 

各選考委員が評価した点数を合計し、全選考委員の点数の合計と第一次審査の合計点

を合算した総合点数をもとに審査しました。 
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順

位 
事業者の名称 

総合点数 

（1,975 点満点） 

第一次審査点数 

（1,325 点満点） 

第二次審査点数 

（650 点満点） 

１ 株式会社明日葉 1,372 946 426 

２ Ｂ事業者 1,239 859 380 

 

（３） 選考経過 

各委員が第一次審査通過２事業者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容

の評価について意見交換を行いました。 

事業者の名称 委員の意見 

株式会社明日葉 

・ 企業としての強い理念を持って成長してきている。メリット、デ

メリットはあるが、全体的に男女平等参画についてはっきりとし

た意思や理念があると感じ、その点を評価した。 

・ これまでの蓄積した経験やノウハウを強みとしてしっかり持って

いるのが伝わってきた。そのことをこの業務に生かし、男女平等

参画の理念を持って運営していけると期待できる。 

・ 子供の視点での事業を強みにしていて、男女平等参画におけるさ

まざまな課題についてどこまで取り組めるか不安もあるが、全体

的に積極的な提案をしている点を評価した。 

・ 強力な施設長が業務のリーダーシップを取っていくときに、施設

長がいなくなったときにしっかり維持・継続していけるのか不安

がある。区がしっかりとリードしていく必要がある。 

・ 子供に関する事業を重視する提案が多いが、リーブラは女性が力

をつける場であることを忘れないで欲しい。 

Ｂ事業者 

・ 協力企業の協力による事業実施を提案しているが、運営への意

欲・信頼性・誠実さの部分で不安を感じた。 

・ 男女平等参画の事業の実施が委託というのは、人的な管理を含め

運営面で不安である。 

・ 男女平等参画にあまり詳しくないと感じた。事業実施の部分を委

託することで現状と変わらない運営ができるとは思うが、意欲が

感じられない。 

・ 女性役員は一人もいないことや男性だけのプレゼンテーション

は、事業者自身の男女平等参画意識において残念である。 
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Ⅴ 最終選考結果について 

 

 最終選考結果 

  選考基準に基づき最も高い総合評価を与えられるのは、「株式会社明日葉」です。選考

委員会の総意として、「株式会社明日葉」を港区立男女平等参画センター指定管理者候補

者として選考します。 
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